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  宮城大学学生納付金の減免等に関する規程 

平成２１年４月１日 

規程第４７号 

 （趣旨）  

第１条 この規程は，宮城大学学生納付金規程（規程第 46号）第８条の規定に基づき，授業料及

び入学金の減免並びに授業料の納付の猶予及び分割納付に関し必要な事項を定めるものとする。  

 

 （授業料の免除） 

第２条 学長は，学生（研究生，科目等履修生及び特別聴講生を除く。以下同じ。）が次の各号の

いずれかに該当する場合は，当該各号に掲げる期に係る授業料の全額を免除する。ただし，第

３号に掲げる場合においては，当該免除を行う期前に許可を受けたものに限る。 

一 後期の始めに入学する場合 当該年度の前期 

二 前期の終わりに卒業する場合 当該年度の後期 

三 休学を許可された場合 休学を許可された期（休学が当該期の全期間にわたる場合に限る） 

２ 学長は，学生が学年の途中において退学をするときは，退学を許可された日の区分に応じて，

当該各号に掲げる期に係る授業料の全額を免除する。ただし，宮城大学学則（規則第 2 号。以

下「学則」という。）第３０条第２項又は宮城大学大学院学則（規則第 5号。以下「大学院学則」

という。）第２６条第２項の規定により懲戒として退学したときは,この限りでない。 

一 前期の納付期限以前である場合 当該年度の前期及び後期 

二 前期の納付期限後であり，かつ，後期の納付期限以前である場合 当該年度の後期 

３ 本学と海外の大学との間の協定に基づき派遣される学生が，派遣先大学に授業料を納付する

ときは，本学が認めた期に係る授業料を免除する。 

４ 特別聴講生が本学と他の大学又は短期大学との間の協定に基づき本学の授業科目を履修する

場合で，当該協定において授業料を相互に不徴収とする旨規定しているときは，当該特別聴講

生に係る授業料を免除する。 

５ 本学と海外の大学との間の協定に基づく交換留学生が本学の授業科目を履修する場合で，当

該協定において授業料を相互に不徴収とする旨規定しているときは，当該交換留学生に係る授

業料を免除する。  

 

第３条 学長は，次のいずれかに該当すると認められる場合は，当該学生に係る授業料の全部又

は一部を免除することができる。  

一 経済的理由により授業料の納付が困難で，かつ，学業成績が優良である場合 

二 天災その他特別の事由があると学長が認める場合 

２ 前項の免除を受けようとする学生は，各期の授業料の納付期限以前の学長の指定する期限ま

でに，次の書類により学長に申請しなければならない。 

一 授業料免除申請書（様式第１号) 

二 家族状況調書（様式第２号） 
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三 家族の所得及び納税に関する市区町村長の証明書 

四 その他免除事由を証明する書類 

３ 第１項の免除は，年度を２期に分けた区分によるものとし，当該期分ごとに許可する。 

４ 第１項の免除の額は，当該期に納付すべき授業料の全額又は半額とする。 

５ 第２項に規定する申請をした者については，免除の許可又は不許可とするまでの間，授業料

の納付を猶予する。 

６ 前項の規定にかかわらず，入学した年度の前期において第２項に規定する申請をした者につ

いては，当該期に納付すべき授業料の全額を納付しなければならない。この場合において，免

除の許可を受けたときは，当該免除の額を返還する。 

 

（入学金の免除）  

第４条 学則第１３条又は大学院学則第１４条の規定により外国人留学生として入学する場合は，

入学金を免除する。 

 

（授業料の納付猶予及び分割納付）  

第５条 納付期限までに授業料を納付することが困難であると認められる学生に係る授業料につ

いては，納付を猶予し，又は分割して納付することができる。  

２ 前項の規定により授業料の納付を猶予し，又は分割して納付する場合の納付期限は，学長が

定める。ただし，前期にあっては当該年度の７月３１日，後期にあっては当該年度の１月３１

日以前の日とする。この場合において，当該期日が日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和 23

年法律第 178 号）に規定する休日，又は土曜日であるときはその翌日とする。 

３ 第１項の規定により授業料を分割して納付する場合の分割の回数は，各期において４回を限

度とする。 

４ 第１項に規定する猶予又は分割をしようとする学生は，各期の授業料の納付期限以前の指定

された期限までに，次の書類により学長に申請しなければならない。 

一 授業料納付猶予・分割納付申請書（様式第３号)  

二 家族状況調書（様式第２号） 

三 家族の所得及び納税に関する証明書 

四 その他猶予分割事由を証明する書類 

５ 前項の申請は，第３条第２項に規定するものと併せて申請することができる。併せて申請し

た場合，当該期の免除が不許可のときに限り，第１項の規定を適用する。 

 

 （事由の消滅の届出）  

第６条 第２条から第４条までの規定により授業料の減免等を受けた学生は，当該事由が消滅し

たときは，速やかに，授業料減免等事由消滅届（様式第４号）により学長に届け出なければな

らない。 

 

（取消し等）  
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第７条 学長は，第２条及び第３条の規定により授業料の減免等を受けている学生が，次の各号

のいずれかに該当する場合は，その減免をした額又は納付期限の変更若しくは分割納付の措置

を取り消すことができる。  

一 虚偽の事項を記載し，その他不正な行為によって減免等の承認を受けた場合 

二 学則第３０条第１項又は大学院学則第２６条第１項の規定により懲戒の処分を受けた場合  

三 授業料の減免等の事由に該当しなくなった場合  

２ 前項の規定による取消を行った場合は，学長は，その理由を示して文書により当該取消しを

受けた者にその旨を通知しなければならない。  

３ 第１項の取消しを受けた者は，速やかに，その取消しに係る授業料を納付しなければならな

い。 

 

（委任）  

第８条 この規程に定めるもののほか，授業料の減免等及び入学金の免除に関し必要な事項は，

別に定める。 

 

附 則  

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

  （施行期日） 

１ この規程は，平成３１年３月１日から施行し，平成３１年度４月１日から適用する。 

  （経過措置） 

２ 第２条第３項について，この規程の施行前に協定に基づき派遣されている学生は，なお従前

の例による。  
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様式第１号（第３条関係） 

授 業 料 免 除 申 請 書 

 年  月  日 

宮城大学長  殿 
        

申 請 者 
(学生本人) 

学籍番号  
氏 名                  印 

 
所 属 学群（部）・学研究科 

学類（学科）（  年） 
 住 所  
 連 絡 先        ―      ―              

保 証 人 住 所  
 氏 名                  印 

 
 次のとおり授業料の免除を受けたいので，宮城大学学生納付金の減免等に関する規程第３

条第２項の規定により申請します。 
記 

１ 申請区分 年度 （  前 期  ・  後 期  ） 
（該当期に○を付ける） 

２ 
申請事由 
（申請者が具体的に

記載すること） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 奨学金 
（受給者のみ） 

 名称 給付額（年額） 給付期間 

給付型  円 
    年   月 
   ～   年   月 

貸与型  円 
    年   月 
   ～   年   月 

４ 添付書類 

添付書類を確認し，チェック欄に印をつけたうえ提出すること 
□ 家族状況調書（様式第２号） 
□ 家族の所得及び納税に関する市区町村長の証明書（所得証明及び課税証明） 
□ その他免除事由を証明する書類 
 ┗書類名（                              ） 

□ 授業料納付猶予・分割納付申請書（合わせて申請する場合，同時に提出すること） 
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様式第２号（第３条関係） 

家 族 状 況 調 書 

氏 名 続柄 
生年月日 
(満年齢) 

職 業 等 
前年の所得

金 額 
本年の収入見込額

及び所得見込額 
備 考 

  

本人 
・ ・ 

(  歳) 

  
(円) 収入   (千円) 

  

所得   (千円) 

    
・ ・ 

(  歳) 

        

  

    
・ ・ 

(  歳) 

        

  

    
・ ・ 

(  歳) 

        

  

    
・ ・ 

(  歳) 

        

  

合 計 ― ― ― 
      

  

  

注 1 前年の所得金額の欄は，所得に関する市区町村長の証明書から移記すること。 
2 本年の所得見込額は，本年の収入見込額から必要経費（専従者控除を含む。）の見込額を

減じて得た額又は本年の収入見込額の給与所得控除後の額を記入する。 
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様式第３号（第５条関係） 

授 業 料 納 付 猶 予 ・ 分 割 納 付 申 請 書 

年  月  日 

 
宮城大学長  殿 
 

申 請 者 
(学生本人) 

学籍番号  
氏 名                  印 

 
所 属 学群（部）・学研究科 

学類（学科）（  年） 
 住 所  
 連 絡 先        ―      ―              

保 証 人 住 所  
 氏 名                  印 

 
 次のとおり授業料の納付猶予又は分割納付を希望するため，宮城大学学生納付金の減免等

に関する規程第５条第４項の規定により申請します。 

記 

１ 申請区分 年度 （  前 期  ・  後 期  ） 
（該当期に○を付ける） 

２ 納付方法 
希望する納付方法のチェック欄に印をつけたうえ提出すること（両方に印があるものは無効） 
□ 納付猶予 
□ 分割納付（金   ，   円× 回，納付月：  月～  月） 

３ 申請事由 
（申請者が具体的に
記載すること） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 奨学金 
（受給者のみ） 

 名称 給付額（年額） 給付期間 

給付型  円 
    年   月 
   ～   年   月 

貸与型  円 
    年   月 
   ～   年   月 

５ 添付書類 

添付書類を確認し，チェック欄に印をつけたうえ提出すること 
□ 家族状況調書（様式第２号） 
□ 家族の所得及び納税に関する証明書（源泉徴収票・確定申告書の控え） 
□ その他納付猶予・分割納付事由を証明する書類 
 ┗書類名（                              ） 
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様式第４号（第６条関係） 

授 業 料 減 免 等 事 由 消 滅 届 

年  月  日 

宮城大学長  殿 
 

申 請 者 
(学生本人) 

学籍番号  
氏 名                  印 

 
所 属 学群（部）・学研究科 

学類（学科）（  年） 
 住 所  
 連 絡 先        ―      ―              

保 証 人 住 所  
 氏 名                  印 

 
    年  月  日付け  第    号で承認された授業料の減免等について，  

年  月  日減免等の事由が消滅したので届け出ます。 
 
 
減免等の事由が消滅した理由 
 

 
 


